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令和５年住宅・土地統計調査への協力について（依頼） 

 

日頃より、統計調査の実施にあたり、多大なるご協力を賜りありがとうございます。 

総務省統計局（山梨県・韮崎市）では、１０月１日を基準日として、令和５年住宅・土

地統計調査を実施します。当該調査は、我が国における住宅などの人が居住する建物に関

する実態並びに土地の保有状況、その他、住宅等に居住している世帯に関する実態を調査

し、住生活関連施策等の基礎資料を得ることを目的とした、統計法に基づく国の重要な基

幹統計調査です。 

つきましては、調査の対象となった場合にご協力をいただけるよう、調査の趣旨をご理

解いただくため、貴地区での下記同封文書の回覧についてご協力をいただけますようお願

いいたします。 

 

記 

 

   同封文書  「令和５年住宅・土地統計調査への協力について（依頼）」回覧文 

         「令和５年住宅・土地統計調査リーフレット」 

 

以上 
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回覧 

韮 政 第 ２ ６ ６ 号 

令和５年８月２５日 

各 位 

韮崎市長 内藤 久夫 

（ 公  印  省  略 ） 

 

令和５年住宅・土地統計調査への協力について（依頼） 

 

日頃より、統計調査の実施にあたり、多大なるご協力を賜りありがとうございます。 

総務省統計局（山梨県・韮崎市）では、１０月１日を基準日として、令和５年住宅・土

地統計調査を下記の日程で実施します。当該調査は、我が国における住宅などの人が居住

する建物に関する実態並びに土地の保有状況、その他、住宅等に居住している世帯に関す

る実態を調査し、住生活関連施策等の基礎資料を得ることを目的とした、統計法に基づく

国の重要な基幹統計調査です。 

調査の対象となった場合は、お手数をおかけすることとなりますが、調査の趣旨をご理

解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。 

なお、調査員は調査員証を必ず携帯して調査を行います。調査員かどうか疑問を持った

場合には調査員証の提示を求め確認を行って下さい。 

 

記 

１. 調査概要 

別紙のとおり 

 

２. 調査日程 

月日（予定） 項目 調査の概要 

９月１日～９月１２日 準備調査 調査員が調査対象地区を回り、住居の有無を確認します。 

９月２３日～１０月２４日 本調査 準備調査の対象世帯から無作為に抽出した世帯に、本調査票

を配布しますので、調査票もしくはインターネットで回答を

いただきます。 

※ 日程については、数日前後することがあります。 
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